
 

  平成２４年２月   

上下水道局用度課 

 

   政府調達に関する協定の基準額の改正について 

 

 

政府調達に関する協定の基準額が改正され，平成２４年度及び２５年度に締結する 

調達契約について，下記の基準額を適用することとなりました。 

 

記 

 

１ 政府調達協定の適用基準額は，次のとおりです。 

区    分 平成２４・２５年度 （参考）平成２２・２３年度

物品等の調達契約 ２，５００万円 ３，０００万円

特定役務のうち建設工事の

調達契約 
１９億４，０００万円 ２３億円

特定役務のうち建築のため

のサービス，エンジニア 

リング・サービスその他の

技術的サービスの調達契約 

１億９，０００万円 ２億３，０００万円

特定役務のうち上記以外の

調達契約 
２，５００万円 ３，０００万円

 

２ 平成２４・２５年度の適用基準額は，平成２４年４月１日から平成２６年３月３１

日までの間に締結される調達契約について適用されます。 

３ 予定価格（税込）が上記の適用基準額以上になる調達について，政府調達協定の適

用を受けることとなります。 


